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11 月は「過労死等防止啓発月間」です 

～過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施～ 

 

新潟労働局（局長：岩瀬 信也）では、11 月の「過労死等防止啓発月間」において、

過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月

間は、「過労死等防止対策推進法」により、過労死等を防止することの重要性について

国民の自覚を促し、関心と理解を深めるために設けられたものです。 

月間中は、県民への啓発を目的に「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催す

るほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解

消などに向けた重点的な監督指導や、過重労働等に関する相談を無料で受け付ける「過

重労働解消相談ダイヤル」の開設等を行います。 

「過労死等」とは･･･業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、 

もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による 

死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。 
【取組概要】 

１ 「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施 

過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、シンポジウムを開催します

（無料でどなたでも参加できます。）。 

◎日 時：１２月２日（木） 14：00～16：45（受付 13：00～） 

◎場 所：朱鷺メッセ 中会議室 201（新潟市中央区万代島６－１） 

◎プログラム： 

・基調講演「パワハラの科学： 

パワハラはなぜ起こるのか、どう対策を進めればよいのか」 

   津野 香奈美 氏（神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科  

准教授） 

 ・メンタルヘルスセミナー「メンタルヘルス不調者の職場復帰プログラム」 

   永田 功二 氏（独立行政法人労働者健康安全機構新潟産業保健総合支援センター 

メンタルヘルス対策促進員） 

 ・過労死を考える家族の会より体験談 

◎定員：110 名（事前予約制） 

［参加申込方法］事前に下記ホームページからお申込みください。 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/page_niigata.html 

 

２ 過重労働解消キャンペーン（詳細は別紙のとおり。） 

過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の削減や賃金不払残業の

解消などに向けた重点的な監督指導や、無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」など

を行います。 

 
 ※ 同期間に「しわ寄せ防止キャンペーン」も実施しています。（リーフレットをご覧ください） 

令和３年 10 月 11 日 

新潟労働局労働基準部監督課 

監 督 課 長 遠藤 勇樹 

主任監察監督官 野口 忠司 

  (代表電話) 025-288-3503 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/page_niigata.html


2 

 

 

別紙 

 

令和３年度「過重労働解消キャンペーン」の概要 

 

１ 労使の主体的な取組を促します 

   キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、労働局長名による協力

要請を行います。 

２ 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します 

   労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス

企業」を訪問し、その取組事例を、ホームページなどを通じて地域に紹介します。 

３ 重点監督を実施します 

   長時間にわたる過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若

者の「使い捨て」が疑われる企業などへ重点的な監督指導を行います。 

 

４ 過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設定します 

10 月 31 日（日）から 11月６日（土）を過重労働相談受付集中週間とし、労働局・労

働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業

場の情報を積極的に受け付けます。また 11 月６日（土）を特別労働相談受付日とし、

「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、特別労働相談を実施します。 

《過重労働解消相談ダイヤル》 

電話番号：０１２０－７ ９ ４
なくしましょう

－７１３
長 い 残 業

（フリーダイヤル） 

実施日時：令和３年 11月６日（土）９：00～17：00 

担当官が、相談に対する指導・助言を行います。 

 

厚生労働省では、過重労働相談受付集中週間において、下記の窓口にて労働相談等に対

応する体制を設けています。過重労働等に関する悩みや疑問がありましたらご連絡くだ

さい。 

 

    ア 最寄りの労働基準監督署（開庁時間 平日８：30～17：15） 

    イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】 

      ０１２０－８
は

１
い

１
！

－６１０
ろ う ど う

（フリーダイヤル） 

     （相談受付時間：月～金 17：00～22：00、土日・祝日９：00～21：00） 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/  

５ 過重労働解消のためのセミナーを開催します 

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月から 12

 月を中心に、会場又はオンライン開催により「過重労働解消のためのセミナー」（委託

事業）を実施します。(詳細は下記 HP をご連絡ください。) 

[専用ホームページ]  

https://kajyu-kaisyou-lec.com 

 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
https://kajyu-kaisyou-lec.com/

